
第６回 文教厚生常任委員会 

開 催 日 令和３年９月 16 日（木曜日） 

開催場所 粕屋町役場 ３Ｆ 32 会議室 

開催時間 9:30～12:03 

出 席 者 

議 員 
井上委員長・宮﨑副委員長・本田委員・久我委員 

田川委員・福永委員・古家委員・小池議長 

事務局 吉村主事 

担当課 

住民福祉部（中小原部長） 

介護福祉課（石川課長・原主幹） 

子ども未来課（神近課長・稲永主幹） 

学校給食共同調理場（中原所長・井手主幹） 

社会教育課（新宅課長・安武主幹） 

学校教育課（早川課長・中村指導主事） 

欠 席 者 なし 

 

 

 

 

審査項目 

 

 

 

 

 

付議事項 

１）議案第 47 号 「粕屋町営住宅条例の一部を改正する条例について」 

令和３年７月 30 日粕屋町告示第 69 号による住居表示の実施に伴い、

令和３年９月４日から粕屋町営内橋団地の位置の表示を変更するため、

以下のとおり所要の規定を整備するもの。 

別表中 

粕屋町営内橋団地 

 

粕屋町大字戸原 747 番地の１ 

粕屋町大字内橋 195 番地の１ 

 を 

粕屋町営内橋団地 

 

粕屋町内橋東二丁目 13 番１号 

粕屋町内橋東二丁目 13 番２号 

粕屋町内橋東二丁目 13 番３号 

粕屋町内橋東二丁目 13 番４号 

粕屋町内橋東二丁目 13 番５号 

粕屋町内橋東二丁目 13 番６号 

に改める。 

審査の結果、全員賛成で原案どおり可決。 

 

２）議案第 48 号 「粕屋町立地区公民館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について」 

  令和３年７月30日から粕屋町告示第69号による住居表示の実施に伴



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い、令和３年９月４日から粕屋町立地区公民館の位置の表示を変更する

ため、以下のとおり所要の規定を整備するもの。 

  別表中 

茶屋地区公民館 粕屋町大字内橋 381 番地の６ 

坪見地区公民館 粕屋町大字内橋 132 番地の９ 

 を 

茶屋地区公民館 粕屋町内橋東三丁目７番 15 号 

坪見地区公民館 粕屋町内橋東一丁目６番 18 号 

に改める。 

 審査の結果、全員賛成にて原案どおり可決。 

 

３）議案第 49 号 「粕屋町学校給食費条例の制定について」 

  粕屋町立小学校及び中学校の学校給食費を公会計化することに伴い、

学校給食費の徴収及び管理方法に関して、必要な事項を定めるため条例

を制定するもの。 

  公会計化の効果は、 

① 学校教職員の業務負担軽減 

② 保護者の利便性の向上 

③ 学校給食費の透明性の向上、不正の防止 

があげられる。 

給食費を徴収する業務が学校から給食センターに移り、これまでと同

じように、徴収に関しての業務が行われる。 

審査 

 ・公会計化の普及率は、どのくらいか。 

  ⇒福岡県の公会計化調査では 16％ほどの実施率。 

 ・給食費は値上げしないのか。 

  ⇒令和２年４月から単価を 20 円値上げしたのは消費税の分で、今の

ところ食材の値上げもないため値上げの予定はない。 

 ・公会計化することに伴い、未納者に対しての徴収方法はどうなるのか。 

  ⇒収納課ではなく、給食センターが行う。未納の家庭には、督促状や

納付書を郵送したり、電話でお知らせを行う。それでも未納の場合、

催告を行う。 

 ・余った給食費は、払い戻されないのか。 

  ⇒余った給食費は翌年度に繰越すことになる。繰り越す額が 1回の給

食費（150 万円ほど）に満たない額であること、生徒の人数が多いこ

とから割って返すような調整は難しい。公会計化後に臨時休校になっ

た場合は、保護者の負担にならないよう補正予算をあげ、対応したい。 

 ・公会計化のデメリットは。 

  ⇒給食センターの業務が増えること。 

・引き落としができる銀行が増え、コンビニでの納金もできるが、これ

からは、ネット銀行も使えるようにならないか。 

⇒検討する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

 

・条例の中に未納の対応策がない。もう少しきちんと作って欲しい。 

  ⇒第６条にあるように施行規則で定める。 

 審査の結果、全員賛成で原案どおり可決。 

 

認定事項 

１）諮問第１号 「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

人権擁護委員の「安松広子」氏の任期が、令和３年 12 月 31 日をもっ

て満了することに伴い、再度人権擁護委員の候補者に推薦するため、人

権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求められたも

の。 

審査の結果、全員賛成で適任とした。 

 

２）諮問第２号 「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

現在、人権擁護委員の「池田敏明」氏の退任に伴い、その後任として

「立石道子」氏を人権擁護委員の候補者に推薦するため、議会の意見を

求められたもの。 

  審査の結果、全員賛成にて適任とした。 

 

報告事項 

１）介護福祉課からの報告 

・朝日町営住宅の状況について 

７月 25 日に住民説明会を行う。住民等 43 名が参加。建替え、住替え

に対する意向を尋ねるアンケートを実施し、集計中。 

２）学校教育課からの報告 

・学力テストについて 

３）子ども未来課からの報告 

・粕屋中央保育所建替えの進捗状況について 

 現地調査、保育士などへのヒアリング、類似施設見学を終え基本計

画を行っている。10 月より実施計画に入る。 

・粕屋西幼稚園長寿命化改修工事の進捗状況について 

 公共施設等適正管理推進事業債を使用し、実施する予定だが、令和

３年度で終了することが判明した。令和４年３月議会で上程するため

に計画を前倒し、工事は、令和４年度の夏休みを利用し、短期間で終

了する予定。屋根や電気系統の改修で、20 年以上耐えうるようにす

る。 

・保育所・幼稚園の園児数について  

町立幼稚園については、減少傾向にある。 

保育所については、町内認可保育所を含め、90.3％の入所率。 

  確認事項及び意見 

幼保一元化の考えはあるか。 

⇒現在のところ、そういった考えはない。 

 



そ の 他 

・閉会中の特定事件（所管事務）調査について 

 


